
                   
川崎市学校給食費の管理に関する要綱 

 
令和２年６月２６日教育次長専決 

２川教健給第６７１号 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市学校給食費の管理に関する条例（令和２年川崎市条例
第２５号。以下「条例」という。）及び川崎市学校給食費の管理に関する条例施行
規則（令和２年川崎市規則第４０号。以下「規則」という。）の施行に関し必要な
事項を定めるものとする。 
（学校給食の申込） 

第２条 学校給食費負担者は、幼児、児童又は生徒（以下「幼児等」という。）が学
校給食を受けようとするときは、学校給食申込書（第１号様式）を市長に提出す
るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による学校給食申込書の提出は、e-
KAWASAKI（市の機関等に係る申請等の受付や手数料等の納付等を行うための電子
情報処理組織で総務企画局デジタル化施策推進室が所管する汎用受付システムを
いう。）により行うことができる。この場合において、学校給食申込書に記載すべ
き事項は、所定の入力フォームへの入力の方法によるものとする。 
（学校給食費の通知） 

第３条 市長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対して、学校
給食費負担者が負担すべき学校給食費の額（以下「学校給食費負担額」という。）
及び納付の期限（以下「納期限」という。）を、学校給食費納入額決定通知書（第
２号様式）により通知するものとする。 

 （学校給食費の納付の方法） 
第４条 条例第３条及び規則第４条から第６条までの規定により学校給食費負担者
が負担すべき学校給食費を納付する場合は、原則として、口座振替の方法による
ものとする。 

２ 学校給食費負担者は、川崎市学校給食費口座振替（自動払込）事務取扱要綱第
５条第１項に規定する様式を取扱金融機関に提出すること又は学校給食費に関し
インターネット上で口座振替の申込みをすることとする。 

３ 学校給食費負担者は、口座振替の方法による納付が困難であると市長が認める
場合は、取扱金融機関の窓口等で納付書によって納付することができる。 
（学校給食を受けることができない場合などの届出等） 

第５条 学校給食費負担者は、次に掲げる事由が生じ、学校給食費負担額の変更を
希望する場合には、学校給食費区分変更届（第３号様式）を市長に提出しなけれ
ばならない。 

（１）食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、飲用牛乳（直接飲用に供
する目的で販売されている牛乳をいう。以下同じ。）の停止若しくは飲用牛乳以
外の学校給食の停止又はこれらの停止の解除を希望する場合 

（２）食物アレルギーその他のやむを得ない事由により、継続的に学校給食を受け
ることができない場合又は学校給食の再開を希望する場合 

（３）傷病等による欠席等により、学校給食を実施する日において連続して４日以
上学校給食を受けることができない場合 

２ 市長は、前項の規定による学校給食費区分変更届が提出されない場合であって
も、学校給食の適切な実施のために必要があると認めるときは、学校給食を停止
し、又は再開する手続をすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、幼児等が傷病等による欠席等により月の
初日から末日まで連続して学校給食を受けなかったとき（３月及び８月並びに学
校給食費負担者が学校給食の停止を希望しない旨をあらかじめ市長に申し出てい
た場合であって、学校給食を停止しないことが適切であると市長が認めたときを
除く。以下「長期欠席等」という。）又は転出若しくは死亡したときは、学校給食



                    
を停止する手続（以下「給食停止手続」という。）をするものとする。 

４ 前項に規定する長期欠席等による給食停止手続は、当該長期欠席等をした月の
翌月１０日までに行うものとする。 
（学校給食を受けることが出来ない場合などにおける学校給食費の取扱い） 

第６条 前条第１項第１号に規定する食物アレルギーその他のやむを得ない事由に
より飲用牛乳を停止する場合は、規則第３条に規定する学校給食費負担額から当
該年度の飲用牛乳の費用に相当する額を差し引いた額を、飲用牛乳以外の学校給
食を停止する場合は、当該年度の飲用牛乳の費用に相当する額を学校給食費負担
額とする。 

２ 市長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める日から、規
則第７条に規定する調整を行うものとする。 

（１）前条第１項に規定する届出が提出されたとき 提出された日の翌日から起算
して８日目（当該期間の算定については、川崎市の休日を定める条例（平成元
年川崎市条例第１６号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。以下同じ。） 

（２）市長が前条第２項の規定により給食停止手続をしたとき 当該給食停止手続
をした日の翌日から起算して８日目 

（３）市長が前条第３項の規定により長期欠席等による給食停止手続をしたとき 
当該給食停止手続をした日の翌月の初日 

（４）幼児等が転出又は死亡したとき 転出又は死亡した日の翌日 
３ 市長は、次に掲げる事由が生じた場合は、当該学校給食を停止した期間につい
て、規則第７条の規定により調整を行うものとする。 

（１）災害又は学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条に規定する臨
時休業その他の理由により学校給食の全部又は飲用牛乳を停止する場合 

（２）給食調理場の改修工事等により学校給食を停止する場合 
（３）その他本市の事情により学校給食の全部又は一部を停止した場合 
４ 前２項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、規則第７条の規
定による調整を行うものとする。 
（学校給食費の変更の通知） 

第７条 市長は、規則第７条に規定する調整等を行うときは、学校給食費負担者に
対して、学校給食費納入額変更通知書（第４号様式）により通知するものとす
る。 
（学校給食費の充当及び還付） 

第８条 納付された学校給食費負担額に過納又は誤納があるときは、その過誤納額
を当該学校給食費負担者の未納の学校給食費負担額に充当するものとする。  

２ 前項の場合において、充当すべき未納の学校給食費負担額がないときは、当該
学校給食費負担額を還付する。 

３ 市長は、充当又は還付の事由が生じた場合は、学校給食費還付（充当）通知書
（第５号様式）により学校給食費負担者に通知するものとする。 

４  第２項の規定による還付を行う場合において、学校給食費負担者の居所不明等
の事由により還付できない場合は、過誤納額の発生から民法（明治２９年法律第
８９号）第１６６条第１項に定める期間が経過した後は、その過誤納額を還付し
ないものとする。 
（学校給食費の督促） 

第９条 市長は、学校給食費負担額について、規則第６条に定める納期限までに納
付がなかった場合、学校給食費負担者に対して学校給食費督促状（第６号様式）
により督促を行うものとする。 

２ 前項の規定による督促を受けた学校給食費負担者が指定された期限までにその
納付すべき学校給食費負担額を納付しないときは、学校給食費負担者に対して学
校給食費催告書（第７号様式）により催告を行うものとする。 
（学校給食費の遅延損害金） 

第１０条 市長は、学校給食費負担者が納期限までに学校給食費負担額を納付しな
い場合であって、納付しない学校給食費負担額（以下本条において「未納額」と



                    
いう。）の合計額が２，０００円以上（１，０００円未満の端数があるときは、そ
の端数金額を切り捨てる。）のときは、民法第４０４条及び第４１９条第１項の規
定により、その未納額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応
じ、民法第４０４条の規定による割合を乗じて計算した金額（１００円未満の端
数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又
はその全額を切り捨てる。）に相当する遅延損害金を徴収するものとする。この場
合において、未納額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間
に係る遅延損害金の計算の基礎となる額は、その納付があった未納額を控除した
額とする。 

２ 前項の遅延損害金の額の算定についての年当たりの割合は、うるう年の日を含
む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 
（幼児等以外が学校給食を受けた場合の取扱い） 

第１１条 川崎市立学校に勤務する職員その他の幼児等以外の学校給食を受ける者

（以下「職員等」という。）に係る学校給食費負担額相当額は、別表の左欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。 
２ 第５条第３項の規定のうち長期欠席等による給食停止手続に係る部分は、職員等

には適用しない。 
３ 前２項に定めるもののほか、職員等に係る学校給食費の取扱いについては、幼児

等の例による。 
 （学校給食費負担額に係る措置） 
第１２条 学校給食費負担額については、次に掲げる場合に規則第３条第３項に規

定する必要な措置を講ずるものとする。 
（１）当該年度の前々年度の１０月からその翌年の９月までの消費者物価指数（総

務省において作成する消費者物価指数のうち、本市の食料に係る指数をいう。

以下同じ。）の平均値（当該値に小数点以下第１位未満の端数があるときは、こ

れを四捨五入して得た値。以下同じ。）が学校給食費負担額が改定となった直近

の年度の前々年度の１０月からその翌年の９月までの消費者物価指数の平均値

と比べ１％以上（当該値に小数点以下第１位未満の端数があるときは、これを

四捨五入して得た値）上昇し、又は下降したとき。 
（２）その他市長が必要があると認めるとき。 
２ 前項第１号の規定による１％以上上昇し、又は下降したときの学校給食費負担

額の算定は、規則別表第１の学校給食費負担額に、当該上昇した又は下降した率

を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を

加除するものとする。 
（その他必要事項） 

第１３条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則（令和２年６月２６日教育次長専決 ２川教健給第６７１号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、決裁の
日から施行する。 
（準備行為） 

２ この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行
うことができる。  

附 則（令和３年１月２５日教育次長専決 ２川教健給第１６０６号） 
この要綱は、決裁の日から施行する。 



                    
  附 則（令和３年６月２９日教育次長専決 ３川教健給第６２５号） 
この要綱は、決裁の日から施行する。 
  附 則（令和４年１月３０日教育次長専決 ３川教健給第１７７２号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分
の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（令和５年３月３１日室長専決 ４川教健給第２７５７号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分
の間、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（令和５年９月２８日室長専決 ５川教健給第１４７４号） 
この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月１１日教育次長専決 ５川教健給第２０６１号） 
この要綱は、令和６年１月４日から施行する。 

附 則（令和６年１２月４日教育次長専決 ６川教健給第１８９５号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１月６日から施行する。ただし、第１２条を加える改正

規定は、決裁の日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の要綱第１１条第１項に規定する職員等に係る令和６年度第８期及び第

９期の学校給食費負担額相当額の改定前と改定後の差額については、川崎市学校

給食費の管理に関する条例施行規則（令和２年川崎市規則第４０号）第７条に規

定する調整と併せて、第９期に徴収することができる。 
附 則（令和７年２月１９日室長専決 ６川教健給第２４９０号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年２月１９日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分

の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
附 則（令和７年１１月１７日教育次長専決 ７川教健給第１６９４号） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和７年１２月５日教育次長専決 ７川教健給第１７７６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の要綱第１１条第１項に規定する職員等に係る令和７年度第８期及び第

９期の学校給食費負担額相当額の改定前と改定後の差額については、川崎市学校

給食費の管理に関する条例施行規則（令和２年川崎市規則第４０号）第７条に規

定する調整と併せて、同年度第９期に徴収することができる。 

   附 則（令和８年３月３１日教育次長専決 ７川教健給第２６８８号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



                    
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分
の間、必要な箇所を修正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 
 
 
 

別表（第１１条関係） 

区 分 
学校給食費負担額相当

額 
（１人１日につき） 

小学校の児童と同等の学校給食

を受ける者 ３３５円 

小学校の児童と同等の学校給食

を受ける幼児等と同じ年齢の者 ０円 

中学校の生徒と同等の学校給食

を受ける者 ３９７円 

中学校の生徒と同等の学校給食

を受ける幼児等と同じ年齢の者 ３２０円 

特別支援学校の幼稚部の幼児と

同等の学校給食を受ける者 ２２３円 

特別支援学校の幼稚部の幼児と

同等の学校給食を受ける幼児等

と同じ年齢の者 
１８０円 

特別支援学校の小学部の児童と

同等の学校給食を受ける者 ３３５円 

特別支援学校の小学部の児童と

同等の学校給食を受ける幼児等

と同じ年齢の者 
０円 

特別支援学校の中学部及び高等

部の生徒と同等の学校給食を受

ける者 
３９７円 

特別支援学校の中学部及び高等

部の生徒と同等の学校給食を受

ける幼児等と同じ年齢の者 
３２０円 
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第１号様式―④（別表）

　貴法人が従事している施設名及び施設ごとの給食食数を御記入ください。

（記入例）

№

1 30 食

2 20 食

3 20 食

4 30 食

5 100 食

合計 200 食

№

1 食

2 食

3 食

4 食

5 食

6 食

7 食

8 食

9 食

10 食

11 食

12 食

合計 0 食

施　　　設　　　名 １日当たりの給食食数

○○小学校

○○小学校

○○支援学校

○○中学校

○○学校給食センター

施　　　設　　　名 １日当たりの給食食数

























第３号様式

年 月 日

(宛先）川崎市長

連絡先電話番号 （ ）

　次のとおり、学校給食費の変更を届け出ます。

川崎市立 学校 年 組

（ ）

年 月 日

※

＊学校使用欄＊

＊健康給食推進室使用欄＊

年 月 日

入力日 確認印

適 用 年 月 日 から

※ 学校給食費の変更は、この届出を受けた日の翌日から起算して８日目（川崎市の休日を定める
条例（平成元年川崎市条例第１６号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。）から適用に
なります。

「牛乳」にははっこう乳等の牛乳以外の飲み物全般も含まれます。

確
認
欄

担当
処
理
日

システム

※「１変更」の場合は変更後の区
分に○を付けてください。 ２ 牛乳停止

※「２停止」又は「３再開」の場
合は該当の番号に○を付けてくだ
さい。

３ 牛乳のみ（牛乳以外停止）

変 更 希 望 日 から

※「その他」の場合は理由を
記載してください。 ３ その他

学校給食の区分 １ 完全給食（食事及牛乳）

※該当の番号に○を付けてく
ださい。 ２ 食物アレルギー等のため

変更事由
１ 変更 ２ 停止 ３ 再開

※該当の番号に○を
付けてください。

届出事由 １ 傷病のため

学校給食を受ける者

学 校 名 学年組

フ リ ガ ナ

氏 名

氏名

学校給食費区分変更届（幼児児童生徒用）

学校給食費負担者
（保護者等）

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ



第３号様式―②

年 月 日

(宛先）川崎市長

連絡先電話番号 （ ）

　次のとおり、学校給食費の変更を届け出ます。

（○印をつけてください。）

（ ）

年 月 日

※

＊学校使用欄＊

＊健康給食推進室使用欄＊

年 月 日

入力日 確認印

適 用 年 月 日 から

※ 学校給食費の変更は、この届出を受けた日の翌日から起算して８日目（川崎市の休日を定める
条例（平成元年川崎市条例第１６号）第１条第１項に規定する市の休日を除く。）から適用に
なります。

「牛乳」にははっこう乳等の牛乳以外の飲み物全般も含まれます。

確
認
欄

担当
処
理
日

システム

※「１変更」の場合は変更後の
区分に○を付けてください。 ２ 牛乳停止

※「２停止」又は「３再開」の
場合は該当の番号に○を付けて
ください。

３ 牛乳のみ（牛乳以外停止）

変 更 希 望 日 から

※「その他」の場合は理由を記載
してください。 ３ その他

学校給食の区分 １ 完全給食（食事及牛乳）

※該当の番号に○を付けてく
 ださい。 ２ 食物アレルギー等のため

変更事由
１ 変更 ２ 停止 ３ 再開

※該当の番号に○を
付けてください。

届出事由 １ 傷病のため

学校給食を受ける場所

川崎市立 学校

川崎市
南部 中部 北部 学校給食センター

氏名

学校給食費区分変更届（職員等用）

申請者
住所

ﾌﾘｶﾞﾅ







１　学校給食費

　　　この学校給食費は、川崎市学校給食費の管理に関する条例第３条の規定により、学校給食費負担者

　　から学校給食費を市が徴収するものです。

　　　納期限までに納付されなかった場合において、未納額の合計金額が2,000円以上（1,000円未満の端

　　数があるときは、その端数を切り捨てます。）のときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日

　　数に応じ、川崎市学校給食費の管理に関する要綱第10条の定めに基づき計算した遅延損害金（100円

　　未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て

　納付金について　　ます。）を徴収します。

　　　年間の提供日数の合計が変更となり、納付金額に増減があった場合は、第９期に納付金額を調整します。

　(1) 徴収の根拠について 

　(2) 遅延損害金について

　(3) 納付金額の変更・調整について































第７号様式―②

年　月　日

　様

川崎市長 印

　学校給食費について、督促後、納付がいまだ確認できておりません。

　つきましては、次の指定納期限までにお支払いいただくよう催告します。

　なお、本書の到達前に既に納付いただいている場合は、行き違いですので御了承ください。

１　対象となる学校給食費

（内訳）

２　指定納期限

３　法的措置について

　　今回の指定納期限までに納付がなく、このまま放置されますと、法的措置を執る場合があります。

４　納付について

学校給食費催告書

未納額計

未納金額対象月

学校給食費負担者氏名

学校給食対象者

学校名 管理番号

 FAX：044-200-1810

TEL：044-200-1809

〒210-0005　川崎市川崎区東田町5番地4

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室

【連絡先】　　　　　　　　　　　　　

対象月 未納金額

（３）本状についてのお問合せ・納付に関する御相談は、下記まで御連絡ください。

　　場合があります。

（２）当初納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、遅延損害金を別途お知らせの上、徴収する

（１）お支払いは、納付書にて川崎市が指定する金融機関等にお支払いください。

指定納期限


